
 

 

 

短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成２２年４月１日から次のとおり拡大され

ました。 

旧 新 

６ヶ月以上の雇用見込みがあること 

１週間当たりの所定労働時間が２０時間以上であること 

３１３１３１３１日以上日以上日以上日以上の雇用見込みがあること 

１週間当たりの所定労働時間が２０時間以上であること 

※ ４月１日以前から引き続き雇用されている方については、４月１日時点において、３１日以上の雇用見込みがある場合には、加入していただくことが必要です。 

※ 適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合（４月１日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます。）には、公共

職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月１０日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。 

雇用保険の保険料率が平成２２年４月から改正されました。 

 ◆平成２１年３月３１日まで 

        項目 

区分 
雇用保険率 

負担割合 

事業主 被保険者 

①一般の事業 11.0 /1,000 7.0 /1,000 4.0 /1,000 

②農林水産・清酒製造の事業 13.0 /1,000 8.0 /1,000 5.0 /1,000 

③建設の事業 14.0 /1,000 9.0 /1,000 5.0 /1,000 

 

 ◆平成 ２２ 年 ４ 月以降の賃金については以下の率になります。 

        項目 

区分 
雇用保険率 

負担割合 

事業主 被保険者 

①一般の事業 15.515.515.515.5    /1,000/1,000/1,000/1,000    9.59.59.59.5    /1,000/1,000/1,000/1,000    6666.0 /1,000.0 /1,000.0 /1,000.0 /1,000    

②農林水産・清酒製造の事業 17.517.517.517.5    /1,000/1,000/1,000/1,000    10.510.510.510.5    /1,000/1,000/1,000/1,000    7777.0 /1,000.0 /1,000.0 /1,000.0 /1,000    

③建設の事業 18.518.518.518.5    /1,000/1,000/1,000/1,000    11.5 11.5 11.5 11.5 /1,000/1,000/1,000/1,000    7777.0 /1,000.0 /1,000.0 /1,000.0 /1,000    

被保険者負担分雇用保険料の計算方法 

賃金総額 × 被保険者負担率 

平成 22 年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。 

平成 21 年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に含まれます。 

（例）賃金締切日が 3 月で支払日が 4 月の場合 → 確定保険料（21 年度分）の算定基礎に含める 

《１円未満の端数が生じた場合》 

①被保険者負担分を賃金から源泉控除源泉控除源泉控除源泉控除する場合、被保険者負担

分の端数が５０銭以下の場合は切り捨て、５０銭１厘以上の場

合は切り上げとなります。 

②被保険者負担分を被保険者が事業主事業主事業主事業主へへへへ現金現金現金現金でででで支払支払支払支払うううう場合、被

保険者分の端数が５０銭未満の場合は切り捨て、５０銭以上の

場合は切り上げとなります。 

 ※但し、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。 



 

 

 

 

改定前 改定後

林 業 林業 １０００分の　６０ １０００分の　６０

海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） １０００分の  ４１ １０００分の　３２

定置網漁業又は海面魚類養殖業 １０００分の　４０ １０００分の　４１

鉱 業 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業 １０００分の　８７ １０００分の　８７

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 １０００分の　４６ １０００分の　３０

原油又は天然ガス鉱業 １０００分の ６.５ １０００分の ６.５

採石業 １０００分の　７０ １０００分の　７０

その他の鉱業 １０００分の　２８ １０００分の　２４

水力発電施設、ずい道等新設事業 １０００分の１１８ １０００分の１０３

道路新設事業 １０００分の　２１ １０００分の　１５

舗装工事業 １０００分の　１４ １０００分の　１１

鉄道又は軌道新設事業 １０００分の　２３ １０００分の　１８

建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） １０００分の　１５ １０００分の　１３

既設建築物設備工事業 １０００分の　１４ １０００分の　１４

機械装置の組立て又は据付けの事業 １０００分の　１４ １０００分の　  ９

その他の建設事業 １０００分の　２１ １０００分の　１９

食料品製造業（たばこ等製造業を除く。） １０００分の ７.５ １０００分の ６.５

たばこ等製造業 １０００分の ６.５ １０００分の ５.５

繊維工業又は繊維製品製造業 １０００分の ５.５ １０００分の ４.５

木材又は木製品製造業 １０００分の　１８ １０００分の　１５

パルプ又は紙製造業 １０００分の ７.５ １０００分の　  ７

印刷又は製本業 １０００分の　　５ １０００分の ４.５

化学工業 １０００分の ６.５ １０００分の　  ５

ガラス又はセメント製造業 １０００分の ７.５ １０００分の ７.５

コンクリート製造業 １０００分の　１４ １０００分の　１４

陶磁器製品製造業 １０００分の　１７ １０００分の　１８

その他の窯業又は土石製品製造業 １０００分の　２６ １０００分の　２６

金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） １０００分の ７.５ １０００分の　  ７

非鉄金属精錬業 １０００分の ７.５ １０００分の ８.５

金属材料品製造業（鋳物業を除く。） １０００分の ８.５ １０００分の ７.５

鋳物業 １０００分の　１８ １０００分の　１９

金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を
除く。）

１０００分の　１４ １０００分の　１１

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めつき業を除く。） １０００分の　　９ １０００分の ７.５

めつき業 １０００分の ８.５ １０００分の　  ６

機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計
量器、光学機械、時計等製造業を除く。）

１０００分の　　７ １０００分の ６.５

電気機械器具製造業 １０００分の ４.５ １０００分の ３.５

輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） １０００分の　　６ １０００分の　  ５

船舶製造又は修理業 １０００分の　２２ １０００分の　２３

計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） １０００分の ４.５ １０００分の　  ３

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 １０００分の ５.５ １０００分の　  ４

その他の製造業 １０００分の　　８ １０００分の ７.５

交通運輸事業 １０００分の ５.５ １０００分の　  ５

貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） １０００分の　１３ １０００分の　１１

港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） １０００分の　１３ １０００分の　１２

港湾荷役業 １０００分の　２３ １０００分の　１７

電 気 、ガ ス、 水道
又 は 熱供 給の 事業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業 １０００分の ４.５ １０００分の ３.５

農業又は海面漁業以外の漁業 １０００分の　１２ １０００分の　１２

清掃、火葬又はと畜の事業 １０００分の　１３ １０００分の　１３

ビルメンテナンス業 １０００分の ６.５ １０００分の　  ６

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 １０００分の　　７ １０００分の　  ７

通信業、放送業、新聞業又は出版業 １０００分の ４.５ １０００分の　  ３

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 １０００分の　　５ １０００分の　  ４

金融業、保険業又は不動産業 １０００分の ４.５ １０００分の　  ３

その他の各種事業 １０００分の ４.５ １０００分の　  ３

そ の 他 の 事 業

漁 業

建 設 事 業

製 造 業

運 輸 業

労労労労　　　　災災災災　　　　保保保保　　　　険険険険　　　　率率率率　　　　表表表表　　　　

事業の種類の分類 事　業　の　種　類
労　災　保　険　率

（平成２１年４月１日改定）


